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Ⅵ　セクシュアルハラスメント関連条文、指針

（平成19年４月1日施行）
第２章　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
　第２節　事業主の講ずべき措置
　　 （職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）
　　第�11条　事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応に

より当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働
者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応する
ために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

　　２�　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有
効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

　　３　（略）
第３章　紛争の解決
　第１節　紛争の解決の援助
　　 （紛争の解決の促進に関する特例）
　　第�16条　第５条から第７条まで、第９条、第11条第１項、第12条及び第13条第１項に定める

事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進
に関する法律（平成13年法律第112号）第４条、第５条及び第12条から第19条までの規定
は適用せず、次条から第27条までに定めるところによる。

　　 （紛争の解決の援助）
　　第17条　（第１項　略）
　　２�　事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇そ

の他不利益な取扱いをしてはならない。
　第２節　調停
　　 （調停の委任）
　　第�18条　都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争（労働者の募集及び採用についての紛

争を除く。）について、当該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）の双方又は一方
から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるとき
は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第６条第１項の紛争調整委員会（以下「委
員会」という。）に調停を行わせるものとする。

　　２�　前条第２項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
　　第�20条　委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その

意見を聴くことができる。
　　２�　委員会は、第11条第１項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調

停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事者
のほか、当該事件に係る職場において性的な言動を行ったとされる者の出頭を求め、その
意見を聴くことができる。

第４章　雑則
　　 （報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
　　第�29条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対し

て、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
　　２　（略）
　　 （公表）
　　第�30条　厚生労働大臣は、第５条から第７条まで、第９条第１項から第３項まで、第11条第

１項、第12条及び第13条第１項の規定に違反している事業主に対し、前条第１項の規定に
よる勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨
を公表することができる。

第５章　罰則
　　第�33条　第29条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の

過料に処する。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（抄）
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事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措

置についての指針	   （平成18年厚生労働省告示第615号）

１　はじめに

　　この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「法」

という。）第11条第１項に規定する事業主が職場において行われる性的な言動に対するその雇

用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言

動により当該労働者の就業環境が害されること（以下「職場におけるセクシュアルハラスメン

ト」という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置について、同条第２項の規定に基づき事業

主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。

２　職場におけるセクシュアルハラスメントの内容

（1）職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する

労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの（以下「対価型セ

クシュアルハラスメント」という。）と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害され

るもの（以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。）がある。

（2）「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常

就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職

場」に含まれる。例えば、取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自

宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であればこれに該当する。

（3）「労働者」とは、いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわ

ゆる非正規労働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてをいう。

　　また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受け

る者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に

関する法律（昭和60年法律第88号）第47条の２の規定により、その指揮命令の下に労働させ

る派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第11条第１項の規定が適用されることから、

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、

３以下の措置を講ずることが必要である。

（4）「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」

には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性

的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を

配布すること等が、それぞれ含まれる。

（5）「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性

的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受ける

ことであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。

　イ�　事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、

当該労働者を解雇すること。

　ロ�　出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働

者について不利益な配置転換をすること。

　ハ�　営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言してい

たが、抗議されたため、当該労働者を降格すること。

（6）「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性

的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が

生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることであって、その状



2120

況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。

　イ�　事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じ

てその就業意欲が低下していること。

　ロ�　同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したた

め、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

　ハ�　労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているた

め、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。

３�　事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容

　�　事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を

講じなければならない。

（1）事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

�　�　事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針の明確化、労働者に対す

るその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならない。

　　なお、周知・啓発をするに当たっては、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止の

効果を高めるため、その発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが重要である。

　イ�　職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメ

ントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発す

ること。

　（方針を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例）

　　①�　就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるセク

シュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を規定し、職場におけるセクシュア

ルハラスメントの内容と併せ、労働者に周知・啓発すること。

　　②�　社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に職場にお

けるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメントがあ

ってはならない旨の方針を記載し、配布等すること。

　　③�　職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラス

メントがあってはならない旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習

等を実施すること。

　ロ�　職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正

に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた

文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

　（方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例）

　　①�　就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるセク

シュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容

を労働者に周知・啓発すること。

　　②�　職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者は、現行の就業

規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の

適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること。

（2）相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

　�　事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するため

に必要な体制の整備として、次の措置を講じなければならない。

　イ　相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ定めること。

　（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例）
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　　①　相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。

　　②�　相談に対応するための制度を設けること。

　　③�　外部の機関に相談への対応を委託すること。

　ロ�　イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるように

すること。また、相談窓口においては、職場におけるセクシュアルハラスメントが現実に

生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるセクシュアル

ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を

行うようにすること。

　（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例）

　　①�　相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者

と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。

　　②�　相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマ

ニュアルに基づき対応すること。

（3）職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

　�　事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談の申出があった場合におい

て、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の措置を講じ

なければならない。

　イ　事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

　（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例）

　　①�　相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行った労働者（以下「相

談者」という。）及び職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為

者とされる者（以下「行為者」という。）の双方から事実関係を確認すること。

　　　�　また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が

十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講

ずること。

　　②�　事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、法

第18条に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねるこ

と。

　ロ�　イにより、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合にお

いては、行為者に対する措置及び被害を受けた労働者（以下「被害者」という。）に対す

る措置をそれぞれ適正に行うこと。

　（措置を適正に行っていると認められる例）

　　①�　就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場におけるセクシ

ュアルハラスメントに関する規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置

を講ずること。併せて事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向け

ての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条

件上の不利益の回復等の措置を講ずること。

　　②�　法第18条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を講ずるこ

と。

　ハ�　改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発

防止に向けた措置を講ずること。

　　�　なお、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合に

おいても、同様の措置を講ずること。

　（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例）
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　　①�　職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針及び職場におけ

るセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者について厳正に対処する旨の

方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改

めて掲載し、配布等すること。

　　②�　労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するため

の研修、講習等を改めて実施すること。

（4）（1）から（3）までの措置と併せて講ずべき措置

　（1）から（3）までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。

　イ�　職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・

行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該セクシュア

ルハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護

するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。

　（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていると認められる例）

　　①�　相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュアル

に定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応するも

のとすること。

　　②�　相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を

行うこと。

　　③�　相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を

講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための

資料等に掲載し、配布等すること。

　ロ�　労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと又は事実関係の

確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働

者に周知・啓発すること。　

　（�不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周知・啓発することについて

措置を講じていると認められる例）

　　①�　就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書において、労働者が職場にお

けるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力した

こと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労

働者に周知・啓発をすること。

　　②�　社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働者

が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認

に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を

記載し、労働者に配布等すること。


